
資料２ 

〇スポーツ推進計画の位置付け 

 「豊島区スポーツ推進計画」は国の「スポーツ基本計画」、東京都の「スポーツ推進

総合計画」を踏まえ、本区におけるスポーツ施策を計画的に推進するための具体的な取

組や方向性を示したものです。区の上位計画である「豊島区基本構想」、「豊島区基本計

画」の内容と整合させながら、区の関連計画とも連携していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇スポーツ推進計画の計画期間（案） 

 本計画の計画期間は、令和 7 年度（2025 年度）から令和 16 年度（2034 年度）まで

の 10 年間とします。ただし、社会情勢の変化などを踏まえ、前期 5 年の最終年度とな

る令和 11 年度（2029 年度）の時点で中間見直しを行うことを想定します。 
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〇計画の評価と見直しについて（案） 

 スポーツ推進計画の 3 つの基本目標に対し、進捗状況を測るための成果指標を基本目

標ごとに設定し、各施策の進捗状況の確認、評価を行っていく。確認、評価にあたって

は、スポーツ推進計画の進捗状況を確認する委員会を設置し、毎年度評価を実施する形

を想定する。毎年度の評価を行いながら、社会情勢の変化なども踏まえ令和 11 年度

（2029 年度）に計画の中間見直しを実施する。 


